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職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年10月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第57号 

職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則（平成25年新潟県規則第25号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  （県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する

業務を行う法人） 

第４条 条例第２条第４項に規定する規則で定める

法人は、次に掲げる法人とする。 

 (1)～(3) （略） 

(4) 地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）

第８条第３項に規定する一般地方独立行政法人 

(5)・(6) （略） 

 （県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する

業務を行う法人） 

第４条 条例第２条第４項に規定する規則で定める

法人は、次に掲げる法人とする。 

 (1)～(3) （略） 

(4) 地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）

第55条に規定する一般地方独立行政法人 

(5)・(6) （略） 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

新潟県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年10月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第58号 

新潟県行政組織規則の一部を改正する規則 

新潟県行政組織規則（昭和35年新潟県規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  （分掌事務） 

第114条 女性福祉相談所の分掌事務は、次のとお

りとする。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 配偶者からの暴力を受けた者の相談に関する

事項（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（平成13年法律第31号）の規

定により配偶者暴力相談支援センターが行うも

のに限る。次号から第９号までにおいて同じ｡) 

 (7)～(9) （略） 

（分掌事務） 

第114条 女性福祉相談所の分掌事務は、次のとお

りとする。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 配偶者からの暴力を受けた者の相談に関する

事項（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（平成13年法律第31号）の規定

により配偶者暴力相談支援センターが行うもの

に限る。次号から第９号までにおいて同じ｡) 

 (7)～(9) （略） 

  附 則 

 この規則は、平成26年１月３日から施行する。 
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新潟県事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年10月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第59号 

新潟県事務委任規則の一部を改正する規則 

新潟県事務委任規則（昭和35年新潟県規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という｡)に対応する同表の改正後の欄中

号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という｡)が存在する場合には当該移動号を当該移動後号とし、

移動号に対応する移動後号が存在しない場合には当該移動号（以下「削除号」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く｡)を同表の改正後の欄中下線が引かれ

た部分（号の表示を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  （女性福祉相談所長への委任） 

第６条の３ 次に掲げる事務は、女性福祉相談所長

に委任する。 

 (1) （略） 

 (2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律（平成13年法律第31号）第５条の

規定による婦人保護施設への保護を行うこと。 

 

（保健所長への委任） 

第８条 次に掲げる事務は、保健所長に委任する。 

 (1)～(225) （略） 

 

 

 

(226) （略） 

(227) （略） 

(228) （略） 

(228)の２ （略） 

(228)の３ （略） 

(229)～(267) （略） 

２・３ （略） 

（女性福祉相談所長への委任） 

第６条の３ 次に掲げる事務は、女性福祉相談所長

に委任する。 

 (1) （略） 

 (2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（平成13年法律第31号）第５条の規

定による婦人保護施設への保護を行うこと。 

 

（保健所長への委任） 

第８条 次に掲げる事務は、保健所長に委任する。 

 (1)～(225) （略） 

 (226) 建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律第５条第４項の規定により、労働局長

に通知すること。 

(227) （略） 

(228) （略） 

(228)の２ （略） 

(228)の３ （略） 

(228)の４ （略） 

(229)～(267) （略） 

２・３ （略） 

  附 則 

 この規則中第６条の３第２号の改正は平成26年１月３日から、その他の改正は公布の日から施行する。 
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新潟県災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年10月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第60号 

新潟県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 

 新潟県災害救助法施行細則（昭和35年新潟県規則第30号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  第３条 市町村長は、災害の事態が急迫して、知事

による救助の実施を待つことができないときは、

法第13条第２項の規定に基づき、救助に着手する

ことができる。 

 

第５条 政令第３条の規定による救助の程度、方法

及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法

及び期間並びに実費弁償の基準（平成25年10月内

閣府告示第228号)(以下「救助の程度等の基準」と

いう｡)に定めるとおりとする。 

 

第13条 政令第５条の規定による実費弁償に関して

必要な事項は、救助の程度等の基準に定めるとお

りとする。 

 

第15条 法第10条第３項において準用する法第６条

第４項の規定により、当該職員が立入検査に当た

つて携帯しなければならない証票は、別記第11号

様式による。 

 

第17条 法第13条第１項の規定により救助の実施に

関する事務の一部を市町村長が行うこととすると

きは、当該市町村長は、第６条、第８条、第９条

第２項、第10条及び第12条の規定するところによ

り行うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、次の各号に掲げ

る市町村長は、当該各号に定める事務を行うこと

とする。 

(1) 法第５条第１項又は第９条第１項に規定する

事務を行う市町村長 第７条の規定による受領

証の受領 

(2) 法第７条第１項に規定する事務を行う市町村

長 第11条において準用する第７条の規定によ

る受領証の受領 

 

第19条 市町村長は、法第29条の規定により救助の

実施に要する費用を繰替支弁したときは、別に定

める書類を知事に提出しなければならない。 

 

別記 

第１号様式の１ 

第３条 市町村長は、災害の事態が急迫して、知事

による救助の実施を待つことができないときは、

法第30条第２項の規定に基づき、救助に着手する

ことができる。 

 

第５条 政令第９条の規定による救助の程度、方法

及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法

及び期間並びに実費弁償の基準（平成12年厚生省

告示第144号)(以下「救助の程度等の基準」とい

う｡)に定めるとおりとする。 

 

第13条 政令第11条の規定による実費弁償に関して

必要な事項は、救助の程度等の基準に定めるとお

りとする。 

 

第15条 法第27条第４項の規定により、当該職員が

立入検査に当たつて携帯しなければならない証票

は、別記第11号様式による。 

 

 

第17条 法第30条第１項の規定により救助の実施に

関する事務の一部を市町村長が行うこととすると

きは、当該市町村長は、第６条、第８条、第９条

第２項、第10条及び第12条の規定するところによ

り行うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、次の各号に掲げ

る市町村長は、当該各号に定める事務を行うこと

とする。 

(1) 法第23条の２第１項又は第26条第１項に規定

する事務を行う市町村長 第７条の規定による

受領証の受領 

(2) 法第24条第１項に規定する事務を行う市町村

長 第11条において準用する第７条の規定によ

る受領証の受領 

 

第19条 市町村長は、法第44条の規定により救助の

実施に要する費用を繰替支弁したときは、別に定

める書類を知事に提出しなければならない。 

 

別記 

第１号様式の１ 
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公 用 令 書 

 （略） 

災害救助法第９条の規定に基づき、下記の物資

の保管を命ずる。 

 （略） 

 

第１号様式の２ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第９条の規定に基づき、下記の物資

を収用する。 

 （略） 

 

第１号様式の３ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第９条の規定に基づき、下記の施設

を管理する。 

 （略） 

 

第１号様式の４ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第９条の規定に基づき、下記の土地、

家屋、物資を使用する。 

 （略） 

 

第２号様式 

公 用 変 更 令 書 

 （略） 

災害救助法第９条の規定に基づく、公用令書を、

下記のとおり変更したので災害救助法施行規則第

１条第４項の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第３号様式 

公 用 取 消 令 書 

 （略） 

  災害救助法第９条の規定に基づく、  を必要

としなくなつたので災害救助法施行規則第１条第

５項の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第５号様式 

受 領 調 書 

 災害救助法第９条によつて収用（使用）する

物資を下記のとおり受領した。よつて、受領調

書を作成し、各１通所持するものとする。 

（略） 

 

公 用 令 書 

 （略） 

災害救助法第26条の規定に基づき、下記の物資

の保管を命ずる。 

 （略） 

 

第１号様式の２ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第26条の規定に基づき、下記の物資

を収用する。 

 （略） 

 

第１号様式の３ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第26条の規定に基づき、下記の施設

を管理する。 

 （略） 

 

第１号様式の４ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第26条の規定に基づき、下記の土地、

家屋、物資を使用する。 

 （略） 

 

第２号様式 

公 用 変 更 令 書 

 （略） 

災害救助法第26条の規定に基づく、公用令書を、

下記のとおり変更したので同法施行規則第１条第

４項の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第３号様式 

公 用 取 消 令 書 

 （略） 

  災害救助法第26条の規定に基づく、  を必要

としなくなつたので同法施行規則第１条第５項の

規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第５号様式 

受 領 調 書 

 災害救助法第26条によつて収用（使用）する

物資を下記のとおり受領した。よつて、受領調

書を作成し、各１通所持するものとする。 

（略） 
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第７号様式 

公  用  令  書 

 （略） 

  上記の者災害救助法第７条の規定に基づき、次

のとおり従事を命ずる。 

 （略） 

（裏面） 

 従事令書の交付を受けた者の心得 

１～４ （略） 

５ 従事令書の交付を受けた者が命令に従わな

いときは、災害救助法第31条の規定により６ 

月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処

せられる。 

 

第８号様式 

公 用 取 消 令 書 

 （略） 

  災害救助法第７条の規定に基づく、公用令書は、

その必要がなくなつたので、災害救助法施行規則

第４条の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第11号様式 

    ４  頁       ２  頁 

注 意 

１・２ （略） 

３ この証票は、有

効期間が経過した

り、又は不用にな

つたときは速やか

に返還しなければ

ならない。 

 （略） 

    １  頁       ３  頁 

災害救助法第10条第

３項において準用す

る同法第６条第４項

の規定による立入検

査 

証  票 

 災害救助法 

第10条第３項におい

て準用する同法第６

条第４項 

（条文挿入） 

 

第12号様式 

療養 

休業 

障害 

災害救助法による遺族扶助金支給申請書 

葬祭 

打切 

 （略） 

  災害救助法第12条の規定による扶助金を支給さ

れたく別紙  を添えて申請します。 

第７号様式 

公  用  令  書 

 （略） 

  上記の者災害救助法第24条の規定に基づき、次

のとおり従事を命ずる。 

 （略） 

（裏面） 

 従事令書の交付を受けた者の心得 

１～４ （略） 

５ 従事令書の交付を受けた者が命令に従わな

いときは、災害救助法第45条の規定により６ 

月以下の懲役又は50,000円以下の罰金に処せ

られる。 

 

第８号様式 

公 用 取 消 令 書 

 （略） 

  災害救助法第24条の規定に基づく、公用令書は、

その必要がなくなつたので、同法施行規則第４条

の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第11号様式 

    ４  頁       ２  頁 

注 意 

１・２ （略） 

３ この証票は、有

効期間が経過した

り、又は不用にな

つたときはすみや

かに返還しなけれ

ばならない。 

 （略） 

    １  頁       ３  頁 

災害救助法第27条の

規定による立入検査 

証  票 

 

 

 

 災害救助法 

第27条 

（条文挿入） 

 

第12号様式 

療養 

休業 

障害 

災害救助法による遺族扶助金支給申請書 

葬祭 

打切 

 （略） 

  災害救助法第29条の規定による扶助金を支給さ

れたく別紙  を添えて申請します。 
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（略）  （略） 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

新潟県災害救助条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年10月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第61号 

新潟県災害救助条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県災害救助条例施行規則（昭和39年新潟県規則第100号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  （救助実施要件の特例） 

第４条 条例第２条第２号に規定する知事が特に必

要と認める災害とは、同条第１号の被害の程度に

達しないが、当該災害が隔絶した地域に発生した

ものである等被災者の救助を著しく困難とする特

別の事情がある場合であつて、多数の世帯の住家

が滅失した場合とする。 

 

別表（第５条関係） 

１ （略） 

２ 金銭の支給は、次に掲げる救助に限り現物の

給与に代えて行うものとする。 

(1) （略） 

(2) 被災した住宅の応急修理 

３～５ （略） 

（救助実施要件の特例） 

第４条 条例第２条第２号に規定する知事が特に必

要と認める災害とは、同条第１号の被害の程度に

達しないが、当該災害が隔絶した地域に発生した

ものである等災害にかかつた者の救助を著しく困

難とする特別の事情がある場合であつて、多数の

世帯の住家が滅失した場合とする。 

 

別表（第５条関係） 

１ （略） 

２ 金銭の支給は、次に掲げる救助に限り現物の

給与に代えて行うものとする。 

(1) （略） 

(2) 災害にかかつた住宅の応急修理 

３～５ （略） 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

平成25年10月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第62号 

新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正す

る規則 

新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例施行規則（平成25年新潟県規

則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という｡)に対応する同表の改正前の欄

中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という｡)が存在する場合には当該移動項を当該移動後項とし、

移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く｡)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項

の表示及び追加項を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  第４条 （略） 

２ 条例第７条第３項の従業者の員数は、次の各号

に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

(1) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに

４以上 

(2) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要

な機能訓練を行う場合に限る｡) 機能訓練を行

うために必要な数 

３ 条例第７条第４項の従業者の員数は、次の各号

に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

(1) 看護師 １以上 

(2) 機能訓練担当職員 １以上 

４ 第１項第２号ア及び第２項第１号の指定児童発

達支援の単位は、指定児童発達支援であって、そ

の提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体

的に行われるものをいう。 

第４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項第２号アの指定児童発達支援の単位は、指

定児童発達支援であって、その提供が同時に１又

は複数の障害児に対して一体的に行われるものを

いう。 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

訓   令 
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◎新潟県訓令第18号 

本     庁 

地 域 機 関 

新潟県事務決裁規程（昭和35年３月新潟県訓令第８号）の一部を次のように改正し、別表第４土木部用地・土

地利用課の部の改正は平成26年４月１日から、その他の改正は平成25年10月25日から実施する。 

平成25年10月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

次の表の改正後の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「追加別表号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び追加別表号を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表第４（第６条関係） 

（略） 

防災局 

防災企画課 

局長専決事項 課長専決事項 
  
(1) （略） 

(2) 災害救助法第７条

第１項の規定によ

り、救助に関する業

務に従事させるこ

と。 

(3) 災害救助法第８条

の規定により、救助

に関する業務に協力

させること。 

(4) 災害救助法第９条

の規定により、施設

を管理し、土地等を

使用し、物資の保管

を命じ、又は物資を

収用すること。 

(5) 災害救助法第13条

の規定により、知事

の職権の一部を市町

村長に委任するこ

と。 

(6) （略） 

(1) 災害救助法第４条

第１項各号に掲げる

救助を行うこと。 

(2) （略） 

  
（略） 

（略） 

農林水産部 

（略） 

治山課 

部長専決事項 課長専決事項 
  
（略） (1)～(3) （略） 

(4) 森林法第６条第７

項の規定により、地

域森林計画の公表等

を行うこと。 

(5)～(22) （略） 
  

別表第４（第６条関係） 

（略） 

防災局 

防災企画課 

局長専決事項 課長専決事項 
  
(1) （略） 

(2) 災害救助法第24条

第１項の規定によ

り、救助に関する業

務に従事させるこ

と。 

(3) 災害救助法第25条

の規定により、救助

に関する業務に協力

させること。 

(4) 災害救助法第26条

の規定により、施設

を管理し、土地等を

使用し、物資の保管

を命じ、又は物資を

収用すること。 

(5) 災害救助法第30条

の規定により、知事

の職権の一部を市町

村長に委任するこ

と。 

(6) （略） 

(1) 災害救助法第23条

第１項各号に掲げる

救助を行うこと。 

(2) （略） 

  
（略） 

（略） 

農林水産部 

（略） 

治山課 

部長専決事項 課長専決事項 
  
（略） (1)～(3) （略） 

(4) 森林法第６条第６

項の規定により、地

域森林計画の公表等

を行うこと。 

(5)～(22) （略） 
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（略） 

土木部 

（略） 

用地・土地利用課 

部長専決事項 課長専決事項 
  
(1)・(2) （略） 

(3) 国土利用計画法第

８条第５項（同条第

６項において準用す

る場合を含む｡)の規

定により、市町村計

画について新潟県国

土利用計画審議会の

意見を聴くこと。 

(4)～(11) （略） 

(1)～(17) （略） 

(18) 国土利用計画法

第８条第５項（同条

第６項において準用

する場合を含む｡)の

規定により、市町村

計画について助言を

すること。 

(19)～(23) （略） 

  
 

道路管理課 

部長専決事項 課長専決事項 

（略） (1)・(2) （略） 

(2)の２ 道路法第22

条の２の規定によ

り、維持修繕協定の

締結をすること。 

(3)～(14) （略） 

（略） 

（略） 

土木部 

（略） 

用地・土地利用課 

部長専決事項 課長専決事項 
  
(1)・(2) （略） 

(3) 国土利用計画法第

８条第６項（同条第

７項において準用す

る場合を含む｡)の規

定により、市町村計

画について新潟県国

土利用計画審議会の

意見を聴くこと。 

(4)～(11) （略） 

(1)～(17) （略） 

(18) 国土利用計画法

第８条第６項（同条

第７項において準用

する場合を含む｡)の

規定により、市町村

計画について助言を

すること。 

(19)～(23) （略） 

  
 

道路管理課 

部長専決事項 課長専決事項 

（略） (1)・(2) （略） 

 

 

 

 

(3)～(14) （略） 

（略） 
  

 

 

公安委員会規則 
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新潟県公安委員会規則第13号 

新潟県暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成25年10月25日 

新潟県公安委員会 

   委員長  小 林   彰 

新潟県暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則 

 新潟県暴力団排除条例施行規則（平成23年新潟県公安委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中別表の表示に下線が引かれた別表を削る。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の表示を除く。以下「改正部分」という｡)に対応する次の表

の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正

後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

 

第３条 削除 

（暴力団排除特別強化区域） 

第３条 条例第17条の規定により、暴力団の活動の

状況を勘案して、暴力団排除を徹底することによ

り、安全で安心なまちづくりを特に強力に推進す

る必要がある区域は、別表のとおりとする。 

 

別表（第３条関係） 

 （略） 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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